
 

令和７年４月１５日 第１回定例会資料 

                                                           議案第１号 

 

 

 

１ 議案名 

徳島県教育委員会職員服務規則の一部を改正する規則について 

 

２ 提案理由 

    職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部が改正されたことに伴

い、所要の整備を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育政策課 

 

 

 

 

 

 

 



徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正について

教育政策課

１ 規則改正の理由

「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」の一部が改正され、職員の申告を考

慮した勤務時間の割振り等を行うことができることとしたことにあわせて、所要の改正

を行う。

２ 規則改正の概要

職員の休憩時間について、正午から午後１時までと定めているところ、職員からの申

告を考慮して所属長が適当であると認める場合等においては、休憩時間帯を変更するこ

とができるよう改める。

３ 施行期日

公布の日
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条

例

等

立

案

表

題

名

課
（
室
）
名

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教

育

政

策

課

担
当
者
名

笠

井

陽

菜

電
話
番
号

三

二

〇

八

提
案
（
制
定
）
理
由

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
整

備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

職
員
の
申
告
を
考
慮
し
た
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
場
合
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
、
所
要
の
規

定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

関
係
法
規

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県

条
例
第
三
号
）

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
）

予
算
上
の
措
置

法
令
審
査
会

要

・

否

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

実
施

・

省
略

・

対
象
外
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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月

日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
中
「
午
後
一
時
ま
で
」
の
下
に
「
（
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
第
二
号
又
は

第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
休
憩
時
間
と
し
て
定
め
る
一
時
間
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
勤
務
時
間
等
）

（
勤
務
時
間
等
）

第
五
条

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（

第
五
条

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（

昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例

昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
の
規
定

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
（
以
下
「

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
（
以
下
「

勤
務
時
間
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
勤
務
の
種

勤
務
時
間
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
勤
務
の
種

類
の
う
ち
か
ら
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

類
の
う
ち
か
ら
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
職
務
の
特
殊
性
等
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
職
員
の
勤
務

し
、
職
務
の
特
殊
性
等
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
職
員
の
勤
務

時
間
等
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

時
間
等
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

勤
務
の
種
類

勤
務
時
間

休
憩
時
間

勤
務
の
種
類

勤
務
時
間

休
憩
時
間

Ｓ
勤
務

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午

正
午
か
ら
午

Ｓ
勤
務

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午

正
午
か
ら
午

後
四
時
十
五
分
ま
で
（
休

後
一
時
ま
で

後
四
時
十
五
分
ま
で
（
休

後
一
時
ま
で

憩
時
間
を
除
く
。
）

（
勤
務
時
間

憩
時
間
を
除
く
。
）

条
例
第
六
条

特
Ａ
勤
務

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時

第
二
項
第
二

特
Ａ
勤
務

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時

四
十
五
分
ま
で
（
休
憩
時

号
又
は
第
三

四
十
五
分
ま
で
（
休
憩
時

間
を
除
く
。
）

号
の
規
定
に

間
を
除
く
。
）

該
当
す
る
場

Ａ
勤
務

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

合
は
、
同
項

Ａ
勤
務

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
（
休

の
規
定
に
基

後
五
時
十
五
分
ま
で
（
休

憩
時
間
を
除
く
。
）

づ
き
教
育
委

憩
時
間
を
除
く
。
）

員
会
が
別
に

特
Ｂ
勤
務

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

定
め
る
と
こ

特
Ｂ
勤
務

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

四
十
五
分
ま
で
（
休
憩
時

ろ
に
よ
り
休

四
十
五
分
ま
で
（
休
憩
時

間
を
除
く
。
）

憩
時
間
と
し

間
を
除
く
。
）

て
定
め
る
一

Ｂ
勤
務

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午

時
間
）

Ｂ
勤
務

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午

後
六
時
十
五
分
ま
で
（
休

後
六
時
十
五
分
ま
で
（
休

憩
時
間
を
除
く
。
）

憩
時
間
を
除
く
。
）

特
Ｃ
勤
務

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時

特
Ｃ
勤
務

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時

四
十
五
分
ま
で
（
休
憩
時

四
十
五
分
ま
で
（
休
憩
時

間
を
除
く
。
）

間
を
除
く
。
）
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